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町の人口（12月1日現在） ( 先月 1 日比 )

転入ほか……22人（うち出生　9人）

転出ほか……25人（うち死亡　6人）
11月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （12月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,939人 減 3人 
 男 3,935人  減 4人
 女 4,004人 増 1人
世帯数 4,489世帯 減 1世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,082 1,832 1,872 3,704
大賀郷 1,514 1,318 1,313 2,631
樫　立 293 261 272 533
中之郷 390 356 373 729
末　吉 210 168 174 342

日本の危機言語・方言サミットIN八丈島　開催！！
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環境だより／無料法律相談　開催▶▶13
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　１２月 12 日（金）～ 14 日（日）に多目的ホール「おじゃれ」において開催され、八丈を含む
8 言語・方言の話者が集まり、実際の言語・方言を体感し、伝承の方策、各地域が協力して取り組
む活動などについて話し合いました。
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　年頭所感　　　　　　八丈町長　山下 奉也
　新年あけましておめでとうございます。
　町民の皆さまにおかれましては、輝かしい新年をお迎えのことと
お喜び申し上げます。
　八丈町では、本年４月１日の町制施行６０周年の記念の日を迎える
にあたり、昨年からさまざまな記念事業を行なっています。昨年の
１１月には、皆さまと共に６０周年の佳節を祝うことができました。
今年も、住民の皆さまと共に飛躍できる輝かしい年となるよう切に願
うものであります。

　この町制施行６０周年を機に、八丈町では、「町歌」を制定しました。ご応募いただいた歌詞
と曲のなかから、複数回の選考を経て、皆さまに選んでいただいた「町歌」です。これから、島
内のさまざまな場面で、この「町歌」が皆さまに親しまれ、永く歌い継がれていくことを期待し
ています。
　昨年を振り返ってみますと、広島県の豪雨災害や、御嶽山の噴火による災害などが発生し、全
国的に大規模な災害が続いています。災害がいつどこで発生するのか、その正確な予測は、きわ
めて困難であると言われています。昨今の災害状況を見ますと、私たちの経験や想像をはるかに
超えた災害が、常に起こり得ることを想定し、備えなければならないと痛感しています。
　さて、我が国は、急速に進行する少子高齢化や人口減少社会の到来、高度情報化社会の進展、
価値観と生活様式の多様化など、社会全体のあり方が大きく変容しようとしています。日本経済
は、明るさの見える一方で、国際経済の減速など不安要素を多く抱え依然として厳しい状況にあ
るといえます。八丈町の財政も同様に厳しい状況にありますが、早急に解決しなければならない
課題には、積極的に取り組んでいかなくてはなりません。
　長年の懸案であった三根公民館の建替えも、実現に向けて動き出しました。町民交流の活性と
福祉の充実を図る、新しい要所になるものと期待しています。
　また、旧末吉小学校の有効活用についても、具体化にむけた道筋を付けていきます。
　私たちの生活を支える重要な要素は「健康」であり、近年、健康寿命という概念が重要視され
ています。一人ひとりが健康に関心を持ち、日常生活を安心して送ることができるよう、これか
らも必要な施策を、着実に推進していきます。
　町の基幹産業である農業、漁業については、後継者の育成、支援が大きな課題となっていますが、
いずれも後退させることのできない重要な産業です。必要な基盤整備等については、継続して支
援を行いたいと考えています。
　観光業については、さまざまな観光資源の点と点を結び、面としての魅力を発揮できるよう戦
略的な取り組みを行います。とりわけ、２０２０年の東京オリンピック開催に向けて、スポーツ
に対する機運が盛り上がりを見せるなか、スポーツ施設を利用した観光誘致、地域の活性化に弾
みをつけていきたいと思います。
　最後になりますが、明るい八丈町を築くため、引き続き暖かいご支援とご協力を賜りますよう
お願い申し上げるとともに、皆さまのご健康ご多幸をお祈りして、新年の挨拶とさせていただき
ます。

年頭所感

あけましておめでとうございます
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年頭所感

　年頭所感　　　　八丈町議会議長　土屋　博
　町民の皆様方、新年あけましておめでとうございます。平成２７年
の新春を迎え、本年も輝かしい年でありますよう、ご祈念申し上げま
すとともに、平素より、町議会にお寄せいただいております温かいご
理解とご協力に対しまして、深く感謝申し上げます。
　昨年、八丈町は町制施行６０周年を迎えました。６０周年を迎える
ことができたのは、町民の皆様方、国、東京都、関係各方面の方々の
格別なるご指導とご支援、並びに、八丈の地を心から愛する先人達の
たゆまぬご努力の賜物であり、深く敬意を表する次第です。
　６０周年記念においては１０年ぶりにこども議会を開催いたしました。富士中学校６名、大賀
郷中学校６名、三原中学校２名、計１４名、３年生の代表が議員となり、中学生ならではの目線で、
日頃感じていることや疑問に思っていること、改善して欲しいことなどを順次町に対して質問し、
町長を始めとする執行部が回答する一般質問の形式で実施いたしました。堂々と質問されている
姿は大変立派で頼もしく、来島者を増やすための取り組みや、伝統文化の継承、観光関連、農業・
水産業・商業関連、道路や街灯管理、空き家対策、航空運賃の問題、バス事業の改善、スポーツ
施設の充実と誘致策、学校施設の改善、旧末吉小学校利用についてなど多岐にわたる質問は、中
学生の皆様方が日常生活において様々な問題を真剣になって考えており、八丈町に大きな関心を
寄せていただいていることを大変心強く感じました。また、未来を担う中学生が積極的に意見を
表明する機会を通じ、積極性と主体性を育み、八丈町の発展の一画を担っているという意識が芽
生え、更には、町議会や行政に対する関心や理解を一層深めることができたことと思います。若
者が島に腰を据えていただき、八丈町を支えてくれることを期待した次第です。
　昨年、町議会議員は任期満了による改選を受け、１０月２５日より４年間の任期を新たな体制
でスタートしました。日本人女性の社会進出は欧米主要国と比較すると、まだまだ進んでいない
のが現状ですが、今回の改選においては１４名の議員のうち４名が女性議員となり、八丈町議会
初の女性副議長も誕生いたしました。活力ある町づくりには女性の力が必要不可欠であり、八丈
町の女性の社会進出が速度を増して進むことを望みます。
　私たち八丈町議会議員は、町民の皆様方一人ひとりの声を大切にすることが重要であると認識
しております。町政はもとより、町議会における不明な点、ご意見、ご要望がございましたら、
町議会議員にお気軽にご相談くださいますようお願い申し上げます。厳しい財政の状況下にはあ
りますが、皆様方の生活に直結する各種施策の充実を図り、町民の皆様方のご期待に応えるよう
邁進をしていく所存でありますので、どうか本年も相変わらぬご支援、ご協力を賜りますよう心
からお願い申し上げまして新年のご挨拶といたします。

新年のごあいさつ　　　　　未年
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平成２５年度決算報告 町の財政状況をお知らせします

平成２５年度

決 算 報 告
項目 決算額

町税 963,974 13.0%
地方譲与税 69,313 0.9%
自動車取得税交付金 37,470 0.5%
地方消費税交付金 90,166 1.2%
地方交付税 2,456,961 33.0%
分担金・負担金 66,686 0.9%
使用料および手数料 187,834 2.5%
国庫支出金 506,285 6.8%
都支出金 2,193,310 29.5%
繰入金 28,022 0.4%
町債 422,390 5.7%
その他 416,649 5.6%

計 7,439,060千円 100.0%

25年度の決算状況
　平成25年度一般会計決算は、歳入74億3906万円、歳出72億737万2千円で、差引2億3168万8千円を
平成26年度に繰り越しました。八丈町の財政は、国や都の補助金・交付金に依存するところが大きく、自主
財源である町税は9億6397万4千円で、歳入決算に占める割合は13.0パーセントとなっています。
　皆さんに納めていただいた税金は、地方交付税などとともに町の貴重な一般財源となり、国や都の補助金な
どと合わせて、さまざまな事業に役立っています。そのほか、皆さんに負担していただく保育料、学校給食費、
住宅使用料、温泉入浴料などは、それぞれの運営経費に充てられています。
　投資的事業の決算額は16億4140万3千円となりました。この財源には、国や都の補助金などを9億
6272万3千円、町債を1億9660万円、継続費繰越金2055万円、繰越明許費繰越金1億74万3千円、残り
の3億6078万7千円は一般財源を充てています。
　これらのほか、福祉事業、産業・観光の振興、社会教育関係などのため各団体や事業に対し補助をしていま
す。主なものは、社会福祉協議会やシルバー人材センターの運営費、ボランティアまちづくり推進費、心身障
害者日中活動系サービス推進費、島嶼漁業無線協同組合の運営費、出産祝い金、老人クラブ、八丈町産業祭、
花いっぱい運動、商工会・観光協会の事務費、島外医療機関の通院補助、八丈島体育協会の事業、文化協会の
事業、小中学校修旅行への補助など57件で合計2億3604万円を補助しています。
　町で行っている各事業に対しても、国民健康保険事業へ 1億6109万1千円、介護保険事業へ 1億6251万
3千円、後期高齢者医療事業へ 1 億1766万円、病院事業へ 3億6255万9千円、水道事業へ2087万8千円、
バス事業へ5700万円、浄化槽設置管理事業へ6481万5千円の繰出しを行っています。

町の財政状況をお知らせします町の財政状況をお知らせします
皆さんに納めていただいた大切な税金などがどのように 使われたのか、その概要をお知らせします。　■問い合わせ■　企画財政課財政係　電話 2－1120

歳入　7,439,060千円

地方譲与税
69,313
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28,022
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税交付金[値]

地方消費税

交付金[値]

地方交付税
2,456,961

分担金・負担金
66,686使用料及び手数料

187,834

国庫支出金
506,285

都支出金
2,193,310

町債
422,390

90,166

37,470
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平成２５年度決算報告 町の財政状況をお知らせします

項目 決算額
議会費 97,137 1.4%
総務費 1,061,888 14.7%
民生費 1,369,632 19.0%
衛生費 1,213,167 16.8%
労働費 58,262 0.8%
農林水産業費 281,160 3.9%
商工費 212,107 2.9%
土木費 1,116,408 15.5%
消防費 297,392 4.1%
教育費 638,827 8.9%
災害復旧費 87,163 1.2%
公債費 717,229 10.0%
諸支出金 57,000 0.8%

計 7,207,372千円 100.0%

歳入の用語
○町税
皆さんが町に納めた税金 ( 町民税、固定
資産税、軽自動車税、町たばこ税など）
○地方譲与税
自動車重量税などの一部で、もともと納
めるべきものを、国税として徴収し、町
へ譲与されたお金
○自動車取得税交付金
都が徴収した自動車取得税の中から、町
へ交付されたお金
○地方消費税交付金
国が徴収した消費税の中から、町へ交付
されたお金
○地方交付税
所得税など国が徴収した税金の中から、
町の財政需要の状況に応じて交付された
お金
○分担金・負担金
特定の利益を受けた人から徴収したお金
○国・都支出金
事業など特定の目的の財源として、国や
都から交付されたお金
○繰入金
積立金の取り崩しまたは特別会計から繰
り入れたお金
○町債
大きな事業を行うために、国や都および
金融機関などから借り入れたお金

歳出の用語
○議会費
議会活動のために使ったお金
○総務費
町の全般的な管理事務、財産の管理、課税徴収、選挙、統計など総括的な事務
に使ったお金
○民生費
高齢者、身障者、幼児など福祉全般の事務・事業に使ったお金
○衛生費
検診事業、ごみ処理、温泉の管理など健康で衛生的な生活のために使ったお金
○労働費
コミュニティセンターの運営のために使ったお金
○農林水産業費
農業施設・漁業施設の整備など産業振興のために使ったお金
○商工費
商工業の振興、観光誘致、イベントの開催、物流センターの運営などのために
使ったお金
○土木費
道路や公営住宅の建設・管理などに使ったお金
○消防費
救急業務・消防施設の整備・消防団活動のために使ったお金
○教育費
小中学校の運営の費用や、公民館、図書館、資料館など教育全般の事務・事業
に使ったお金
○災害復旧費
大雨・台風などの災害復旧のために使ったお金
○公債費
町債を返還するために支払ったお金
○諸支出金
バス事業への補助や土地の購入のために使ったお金

町の財政状況をお知らせします町の財政状況をお知らせします
皆さんに納めていただいた大切な税金などがどのように 使われたのか、その概要をお知らせします。　■問い合わせ■　企画財政課財政係　電話 2－1120

歳出　7,207,372千円

議会費
97,137

総務費
1,061,888

民生費
1,369,632
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1,213,167労働費

58,262農林水産業費
281,160

商工費
212,107

土木費
1,116,408

消防費
297,392

教育費
638,827

災害復旧費
87,163

公債費
717,229

諸支出金
57,000
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平成２５年度決算報告 町の財政状況をお知らせします

項目 決算額
人件費 1,151,787 16.0%
物件費 1,378,552 19.1%
維持補修費 236,946 3.3%
扶助費 534,864 7.4%
補助費など 904,738 12.5%
公債費 717,229 10.0%
積立金 107,650 1.5%
繰出金 505,703 7.0%
投資的経費 1,641,403 22.8%
（補助事業費） 514,122 7.1%
（単独事業費） 1,127,281 15.7%
その他 28,500 0.4%

　計 7,207,372千円 100.0%

歳出（性質別）7,207,372千円

○補助事業
　◇離島流通効率化事業（機械式冷蔵コンテナ 8　
　　基の整備補助金）
　◇底土船客待合所整備事業（負担金）
　◇中道伊郷名線道路改良事業
　◇八丈プラザ公園整備事業
　◇公営住宅建設事業
　◇耐震性貯水槽整備事業
○単独事業
　◇庁舎及び集会施設建設事業
　◇新庁舎サイン設置等事業
　◇地熱館空調機取替事業
　◇旧庁舎給水管等改修事業
　◇高齢福祉事務用自動車購入
　◇末吉ゲートボール場改修事業
　◇学童クラブエアコン設置事業
　◇若草保育園耐震補強事業（設計）
　◇むつみ第二保育園エアコン交換事業

○単独事業（続き）
　◇栄養士用自動車購入
　◇温泉整備事業（中之郷温泉井代替井掘削ほか）
　◇クリーンセンター改修事業
　◇し尿収集車購入
　◇テニスコート改修事業
　◇小規模農道整備事業（補助金）
　◇障害者トイレ整備事業（設計）
　◇山村・離島振興施設整備事業（農業担い手セン
　　ター耐風強化型パイプハウス整備）
　◇島しょ漁業振興施設整備事業（漁協燃油等補給
　　施設整備設計補助金）
　◇出荷資材倉庫耐震補強事業（補助金）
　◇物流センター改修事業（防熱扉改修）
　◇観光施設整備事業（八形山駐車場及び歩道整備）
　◇樫立中之郷線道路改良事業ほか道路改良・舗装
　◇南原スポーツ公園野球場仮説ポール設置事業
　◇公営住宅改修事業（八蔵団地６号棟雨戸改修工
　　事ほか）

投資的経費　16 億 4140 万 3 千円の主な事業内容は次のとおりです。

町債と基金の状況
　町債は、投資的事業の財源を補い、計画的な財
政運営を確保するうえで大きな役割を果たしてい
ます。
　基金は条例に基づいて、特定の目的のために財
産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金
を運用するために設けられるものです。

町　債
25年度末現在高　75億1759万8千円

（うち交付税などで補填されず一般財源で返済
するもの24億8819万2千円）　　　　　

基　金（財政調整基金ほか１３基金）

25年度末現在高　26億1535万7千円

その他
28,500

人件費
1,151,787

物件費
1,378,552

維持補修費
236,946

扶助費
534,864補助費等

904,738

公債費
717,229

積立金
107,650

繰出金
505,703

投資的経費
1,641,403
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平成２５年度決算報告 町の財政状況をお知らせします

○単独事業（続き）
　◇その他公共施設災害復旧事業（台風被害による）
　　公園災害復旧事業
　◇公営住宅災害復旧事業（南原スポーツ公園）
　◇民生施設災害復旧事業
　　（ゲートボール場、児童遊園地）
　◇衛生施設災害復旧事業（クリーンセンター、汚
　　泥再生処理センター、公衆トイレ）
　◇労働施設災害復旧事業（コミュニティセンター）
　◇農地災害復旧事業（農道、ホタル水路）
　◇農業用施設災害復旧事業
　　（農業担い手センター）

○単独事業（続き）
　◇林業施設災害復旧事業（鴨川林道）
　◇小学校施設災害復旧事業
　　（三根小学校、大賀郷小学校）
　◇中学校施設災害復旧事業（富士中学校、大賀郷
　　中学校、三原中学校）
　◇社会教育施設災害復旧事業
　　（歴史民俗資料館）
　◇その他教育施設災害復旧事業
　　（教育相談用自動車）

●八丈町国民健康保険特別会計　平成25年度の国民健康保険の加入者は2,238世帯3,660人で、一人当たりの国民健康保険税額（後
期高齢者支援分、介護納付金分を含む）は82,273円、一人当たりの保険給付費は231,866円でした。

歳
入

区分 保険税 国庫
支出金

療養給付費
交付金

前期高齢者
交付金 都支出金 共同事業

交付金 繰入金 その他 合計

25年度決算 312,612 365,330 56,072 233,114 102,375 156,519 161,091 　4,929 1,392,042

歳
出

区分 総務費 保険
給付費

後期高齢者
支援金など

前期高齢者
納付金など

老人保健
拠出金

介護
納付金

共同事業
拠出金 諸支出金 その他 合計

25年度決算 33,798 848,633 197,800 193 9 96,777 170,920 64,920 319,003 1,732,053

●八丈町介護保険特別会計　平成25年度の要介護認定者は605人で、一人当たりの保険給付費は1,397,456円でした。　（単位：千円）

歳
入

区分 保険料 分担・負担金 国庫支出金 支払基金
交付金 都支出金 繰入金 繰越金 諸収入 合計

25年度決算 141,012 29 227,164 244,886 132,973 171,986 10,123 54 928,227

歳
出

区分 総務費 保険給付費 財政安定化
基金拠出金 基金積立金 地域支援

事業費 諸支出金
　

合計

25年度決算 27,223 845,461 0 0 23,186 12,001 907,871

●八丈町後期高齢者医療特別会計　平成25年度の加入者は1,442人で、一人当たりの保険料は36,063円でした。　　（単位：千円）

歳
入

区分 保険料 繰入金 繰越金 その他 合計

25年度決算 52,004 117,660 3,340 6,303 179,307

歳
出

区分 総務費 保険給付費 広域連合納付金 保健事業費 その他 合計

25年度決算 11,741 4,750 154,038 1,912 1,409 176,097

●八丈町用品会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

歳
入

区分 用品収入 諸収入 合計 歳
出

区分 用品費 繰出金 合計

25年度決算 2,082 0 2,082 25年度決算 2,081 1 2,082

●八丈町浄化槽設置管理事業特別会計　平成25年度の町の新規設置基数は39基で、１基あたりの工事費は1,538,396円でした。

歳
入

区分 分担金・負担金 使用料 国庫支出金 都支出金 繰入金 諸収入 町債 合計

25年度決算 1,572 2,104 0 4,581 64,815 2,227 18,300 93,599

歳
出

区分 総務費 施設管理費 施設整備費 公債費 合計

25年度決算 23,670 2,912 65,750 267 93,599

（単位：千円）

（単位：千円）
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末吉自治会　対話集会

末吉自治会　対話集会
１１月２３日（日）に行われた「末吉自治会」での対話集会の内容は次のとおりです。

質問　１：　尾越の公衆トイレは入口が分かりづらく観光客が浅沼商店のトイレをよく使いに来ます。ま
た、ポットホールの入口が登龍峠方面から来ると見つけにくかったり、その先の林道ではどの
区間が悪路で通行困難なのかわからないためレンタカーが苦労しています。町全体に観光客に
対する案内表示が少ないと思います。看板を増やし観光マップやパンフレットの記述を改良す
るなど、観光客にわかりやすく工夫して欲しい。

回答　１：　尾越の公衆トイレについては、案内表示をしていきます。また、ポットホール入り口につい
ては、改善します。ポットホールの悪路の表示については、支庁林務係で設置しています。町
全体の案内表示は、この夏にわかりづらい点をモニター調査しています。その調査結果などを
参考に改善を進めます。

質問　２：　末吉灯台について、観光で訪れる方のため、入口が分かりづらいので整備してもらいたい。
また、駐車場が無いので灯台入口のあたりに駐車場を整備できないでしょうか。

回答　２：　灯台は、下田海上保安部の管轄で、自治会からの要望が提出されたことをお伝えしており、
現在のところ具体的な回答まで至っていません。また、交通事故防止の観点からも課題がある
ことを報告します。八丈町が設置している看板は、改善をしていきたいと考えています。

質問　３：　町主催や後援でのイベントなどについて、坂下地区での開催が多く、坂上地区ではほとんど
開催されていない。坂上地区を含めた全島民で応援できるようなイベントを開催してほしい。
例えばロードレースを、末吉をスタートし中之郷～樫立～大里～大賀郷～三根へと走るコース
にすれば全島民が応援できると思います。

回答　３：　平成２３年度に現コースにしてから参加者も増加しており、しばらくは、現コースで実施し
ていきたいと思います。他のイベントについても、坂上地域で実施したほうがいい事業があり
ましたら提案していただき、検討します。

質問　４：　芦川の上流（ねぎばな付近）に崩落があります。河川改修してほしい。
回答　４：　今回ご要望の箇所は、現在、芦川の砂防事業化について可能であるかどうかを、東京都が調

査中であると聞いており、町としては、都の動向を見据えながら、事業への協力など行ってい
きたいと考えております。

質問　５：　佐々木つゆ子さん宅倉庫裏の町道沿いの崖が最近崩れ、大雨が降るごとに土砂が道に落ちて
くる状態です。歩行者や車などが利用しており非常に不安に感じているので、安全に通行でき
るよう処置してほしい。

回答　５：　町として出来る事は、落石注意の看板を設置することと、道路わきにコーンを置き、注意を
喚起することなどです。なお、崩落により道路に落ちた土砂については、交通に支障がないよ
う撤去します。

質問　６：　バスを利用する観光客のためにバス停の看板を見やすくしてください。現在、バス停には路
線図も運賃も書かれておらず、はじめて乗る方はたいへん不安に感じると思います。せめて初
乗り運賃や役場までの最終運賃、所要時間は看板に表示してほしいです。また、古くなって青
字赤字や二次元バーコードの表示が消えてしまっている看板もあります。定期的に見回りや補
修をしてください。

回答　６：　新路線の運行開始を予定しており、運行時刻の変更に伴い、時刻表を英語でも表記し、設置
します。末吉地域では、約５割の方にシルバーパスを購入いただいておりますが、お持ちでな
い方で対象となる方々は購入をご検討ください。
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末吉自治会　対話集会

質問　７：　この夏の旧末小への大学生誘致では、末吉敬老会の手伝いをしてくださるなど、ありがたかっ
たそうです。しかしながら、大学生誘致は町全体でみればメリットもあるかもしれませんが、
末吉の過疎化対策や雇用拡大につながっていくのか疑問に思います。旧末小については活性化
委員会でもたくさんの話し合いをしているようですが、町からのバックアップがなければ提案
もチャレンジもできない状態だと思います。町では末吉の将来についてどのようなビジョンを
もち、そのためにどのようなバックアップをしてくださる考えがあるのか伺いたい。

回答　７：　末吉地域の活性化については、三つの方針で取り組んでいきたいと思います。
　一つ目は人口増につながるよう積極的に検討していきたいと考えています。
　二つ目は、末吉地域への交流人口を増加させることです。
　三つ目は、地域が主体となった提案への支援です。
　地域にある資源は、地域の方が一番よくご存知だと思います、活用のきっかけになるような
アイディアをいただき、町としても知恵を出していきますのでよろしくお願いします。

質問　８：　町立病院で薬が院外処方になり、高齢者や障害者などがストレチア薬局まで薬を取りに行く
のが大変です。特に大雨や風の強い日は大変です。薬局から坂上方面へのバスの乗り場がわか
らず、病院まで戻ったり、タクシーを利用している人もいます。高齢者などに配慮した改善策
をお願いします。

回答　８：　ご要望については、現在、院外薬局２社がそれぞれ、病院内にＦＡＸを置くよう手配してお
ります。一度院外薬局で登録しておくと、病院から院外薬局に処方せんをＦＡＸで送り、宅配
のサービスを受けられるようになります。ＦＡＸの送り方については、当分の間、職員を配置し、
ご案内します。

質問　９：　今年の台風１８号の時に横間の都道が長時間通行止めになり、情報も無く、通勤者はいつ解
除になるのかと思っていた。横間道路は坂上住民の生命線なので、状況説明や解除の見通しな
ど、防災無線で細かな情報提供をしてもらいたい。

回答　９：　今回は暴風警報の解除の見通しが立たず、八丈支庁も解除ができないなどの事情もあったと
いうことでご理解いただきたいと思います。今後も防災無線で細かな情報提供を行います。

質問１０：　災害時に近所の高齢者などの安否を確認する連絡網について、十数年前に町の指導で作った
ものが、年寄りが亡くなったりして情報が古くなっている。どこにどれだけ手助けが必要な人
が住んでいるのかわからないので、連絡網の更新を手伝ってほしい。

回答１０：　自主防災組織の名簿につきましては、今後も更新をお願いしたいと考えております。
　その際の考え方は、以前からの名簿が確実に引き継がれていることが第一です。近年は、情
報提供などに制限があるため、どのようなお手伝いが必要かご相談ください。

農業委員会からのお知らせ
■選挙人名簿登録■
　農業委員には選挙による委員と選任による委員がいます。選挙による委員は、農業者が直接選挙によっ
て選ぶ公選制で、投票するためには選挙人名簿に登録されている必要があります。
　名簿は毎年、選挙権を有する方からの申請をもとに作成されますので、今月の広報に折込まれている申
請用紙に記入の上、１月９日（金）までに農業委員会事務局か各出張所へ提出してください。
※申請できる方
　八丈町に在住する２０歳以上の方で、現に耕作面積が１０アール（約３００坪）以上の方およびその同
居の親族、配偶者で年間６０日以上耕作に従事している方、または農業生産法人の組合員・社員の方が対
象となります。
■問い合わせ■　農業委員会事務局（産業観光課内）　電話２－１１２５
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広報はちじょう国保だより／町立病院臨時診療日　その他、専門外来診療

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話2 － 1123

◎高額療養費の自己負担限度額が改正されました
　平成２７年１月１日から７０歳未満の方の高額療養費の所得区分および自己負担限度額が改正されまし
た。（７０歳以上７５歳未満の方の限度額に変更はありません。）医療費の自己負担が高額になったとき、
国保に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。また、事前に限度額
適用認定証の交付を医療年金係で受ければ、支払が限度額までとなります。（保険税を滞納していると認
定証が交付されない場合があります。）

※１　過去１２カ月間に、同一世帯での支給が４回以上あった場合、４回目以降に適用されます。

◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
◆国保税は国保制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。
◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
◆病気や事故などにより保険税の納付が困難な方には、申請による減免制度がありますのでご相談くだ

さい。
※その他、国民健康保険証や制度について分からないことや、疑問に思うことなど、いつでもご相談く

ださい。

・糖尿病教室　１月２３日（金）　・耳鼻咽喉科　１月１９日（月）～２１日（水）
　その他、専門外来診療は下記のとおりですが、予約制となっています。
　科によっては予約の取り方が異なりますので、詳しくは病院に問い合わせください。
○その他の専門外来診療
・精神神経科　・整形外科　　・内分泌内科　・皮膚科　・糖尿病内科
・腎臓内科　　・消化器内科　・神経内科　　・眼科　　・循環器内科　・泌尿器科
○年末年始の休診日　１２月２７日（土）～１月４日（日）※救急患者は診療します。
　※腎臓内科と整形外科の臨時診療は１２月２７日（土）に実施します。

■問い合わせ■　町立八丈病院　電話2－1188

町立病院臨時診療日　その他、専門外来診療

改正前

区　　分 3 回目まで ４回目以降

一　般 80,100 円 +（医療費 － 267,000 円）×１％ 44,400 円

上位所得者　※１ 150,000 円＋（医療費 － 500,000 円）×１％ 83,400 円

住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

改正前

区　　分 3 回目まで ４回目以降　※１

一
　
般

総所得金額が 210 万円を超
え 600 万円以下 80,100 円 +（医療費 － 267,000 円）×１％ 44,400 円

総所得金額が 210 万円以下
（住民税非課税世帯を除く） 57,600 円 44,400 円

上
　
位

所
得
者

総所得金額が
901 万円を超える

252,600 円 +（医療費 － 842,000 円）×１％ 140,100 円

総所得金額が 600 万円を超
え 901 万円以下

167,400 円 +（医療費 － 558,000 円）×１％ 93,000 円

住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円
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国民年金 ■住民課医療年金係　電話2－1123
■港年金事務所　　　電話03－5401－3211
■日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/

【国民年金保険料の前納】割引がありおトクです！
　国民年金保険料は、全額が確定申告や年末調整の社会保険料控除の対象です。
　平成２６年４月に２年前納により納めた国民年金保険料を所得より控除する場合は、全額を納めた年に
控除するか、各年分の保険料に相当する額を各年に控除するかを選択できます。
【平成２７年１月中旬から下旬にかけて源泉徴収票が送付されます】
　日本年金機構から支払う年金を受給している方には、公的年金などの源泉徴収票をお届けします。６５
歳未満の方でその年の支払額が１０８万円未満の方や、６５歳以上の方で１５８万未満の方、および「障
害年金」や「遺族年金」については非課税のため、源泉徴収票の送付はありません。源泉徴収票を紛失さ
れた場合は再交付が受けられますので問い合わせください。
●国民年金保険料の前納や源泉徴収票の問い合わせ　住民課医療年金係　電話２－１１２３
【ねんきんネットをご利用ください。】
　「ねんきんネット」とは、年金加入記録の照会、年金見込額の試算、持ち主の分からない記録の検索、
電子版「ねんきん定期便」や各種通知書の確認などができる便利なサービスです。
　ご利用にはユーザー登録が必要です。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧いただくか、「ねんき
ん定期便・ねんきんネットなど専用ダイヤル」またはお近くの区市町村役場に問い合わせください。

▶▶各種問い合わせ▶▶各種問い合わせ
●一般的な年金相談に関する問い合わせ
　0570-05-1165（ナビダイヤル）PHS、IP電話、海外からは03-6700-1165（一般電話）
受付時間　月曜日から金曜日：8：30～17：15
　　　　　　　　第２土曜日：9：30～16：00
※ただし月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）は19：00まで受付
※土曜（第2土曜日を除く）・日曜・祝日・12月29日～1月3日はご利用いただけません。
●ねんきん定期便・ねんきんネット・ねんきん特別便に関する問い合わせ
　0570-058-555（ナビダイヤル）PHS、IP電話、海外からは03-6700-1144（一般電話）
受付時間　月曜日から金曜日：9：00～20：00
　　　　　　　　第２土曜日：9：00～17：00
※土曜（第2土曜日を除く）・日曜・祝日・12月29日～1月3日はご利用いただけません。

一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金で利用できます。ただ
し、一般の固定電話以外（携帯電話等）からおかけになる場合は、所定の通話料金がかかります。

※「0570」の最初の「0」を省略したり市外局番をつけたりして間違い電話にならないよう注意
してください。

国民年金／都立八丈高校　定時制　冬の天体観測教室

都立八丈高校　定時制　冬の天体観測教室
八丈高校の大型天体望遠鏡を使って冬の星空を見てみませんか？

【日時】　平成２７年１月２４日 ( 土 )、２月７日 ( 土 )、２月１１日 ( 祝 )、２月１４日 ( 土 )
午後６時～午後８時３０分　※雨天・曇天中止

【内容】　木星・プレアデス星団（すばる）・オリオン大星雲を中心に、そのときの雲の状況に応じた観測
を行います。１月２４日（土）は月の観測も行います（２４日は他の天体は見えづらいかもしれ
ません）。可能であれば火星や金星も観測します。

【申込】　メールまたは電話にて氏名、年齢、参加希望日、参加人数をご連絡ください。
・迷惑メールと区別するため、件名は必ず「天体観測教室の申込み」としてください。
・冬季休業期間および休日前後は返信が遅くなることがありますのでご了承ください。
・  未成年者の場合は保護者が申込みをするようお願いします。また、中学生以下は保護者同伴と

なります。
ご不明の点はメールまたは電話にて問い合わせください。
■申込・問い合わせ■　八丈高校定時制課程　メール　S1000213@section.metro.tokyo.jp
　　　　　　　　　　　電話２－１１８１（受付時間　平日午後２時～午後８時）
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税のお知らせ／住民係からのお知らせ

■問い合わせ■　税務課　電話 2－1122税のお知らせ税のお知らせ

住民係からのお知らせ
戸籍の証明書（戸籍謄本等）の請求について
　戸籍の証明は、本籍地の市区町村で取り扱います。
請求できる方
①戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属（父母、祖父母）、直系卑属（子、孫）の方
②①以外の方で自己の権利を行使し、または履行するため、戸籍の記載事項を確認することに正当な理由

がある場合※②については正当な理由を確認できる資料が必要になります。
詳しくは問い合わせください。

■問い合わせ■　住民課住民係　電話 2－1123

償却資産の申告
　償却資産を所有している方は、平成２７年１
月１日現在の所有状況を２月２日（月）までに
申告してください。なお、自動車税、軽自動車
税の課税対象となるものは、償却資産の範囲か
ら除かれます

税金の納付は口座振替で
　町税などの納付については、口座振替（自動
払込）が便利です。
　ご希望の際は、町内の金融機関・町役場・各
出張所に備えてある口座振替依頼書に記入し、
申し込みください。

給与支払報告書の提出
　平成２６年中に、給与を支払った方
は、２月２日 ( 月 ) までに「給与支払
報告書」を提出してください。
　インターネットによる eLTAX（電子
申告）もご利用いただけます。アルバ
イトや退職者などの給与支払報告書も
必ず提出をお願いします。

復興特別所得税の加算をお忘れなく !!
　平成２５年１月から復興特別所得税が創設されていま
すが、年末調整の際に復興特別所得税の計算が漏れてい
る事例がありますので、ご注意ください。
　なお、復興特別所得税は年調所得税額に 102.1％を
乗じて、復興特別所得税を含む年調年税額を算出します。
詳しくは、国税庁発行の「年末調整のしかた」をご覧く
ださい。

町税の滞納処分を強化しています
　　～税負担の公平性を確保するために～
○納付にお困りの方は必ずご相談ください
　病気や怪我、事業の休廃止などの事情により、納期限までに納付できずにお困りの方は、必ず納
付相談を行ってください。役場の業務時間内に来庁できない方は、電話申込により業務時間外（午
後５時１５分～午後７時）に納付相談を行っています。

■問い合わせ■
税務課徴収係　電話 2－1122

「にせ税理士」や「にせ税理士法人」にご注意ください
　税理士資格の無い者が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられてい
るばかりではなく、専門的知識が欠けているため依頼者（納税者）が不測の損害を被るおそれもあ
ります。税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッチを着用しています。

－東京税理士会－ＵＲＬ：http://www.tokyozeirishikai.or.jp

～ 確 定 申 告 は お 早 め に ～
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環境だより／無料法律相談　開催

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

年始のごみの収集と施設の営業
　【ごみの収集】1 月５日（月）から通常のごみ収集を行ないます。
　※全島燃やせるごみの臨時収集を行なわないので注意してください。
　【施設の営業】　八丈町クリーンセンター 営業開始日　1 月５日（月）
　　　　　　　　有明興業 ( 株 ) 八丈島営業所 営業開始日　1 月５日（月）
　　　　　　　　中之郷埋立処分場　 営業開始日　1 月５日（月）
ヤンバルトサカヤスデ対策

●コイレットの申請および配布場所
　①各出張所と町役場住民課環境係（１階４番カウンター）で申請できます。
　② お住まいの地域に関係なく、各出張所・町役場で申請ができ、農協の各支店（三根、大賀郷、坂

上）でコイレットへの引換えができます。
　③ 世帯主本人による申請が原則ですが、代理の方が申請する場合は、委任状への記入をお願いしま

す。
●コイレットの色調の変更
　 　１１月下旬入荷分のコイレットから、従来の緑色から褐色（茶色）に色調が変更となりました。

効果は従来のものと変化はありません。
●コイレット散布時の注意点
　 　コイレットは従来の殺虫剤と比べて、粒立ちがない、降雨による流亡が少ない、水系に対する影

響が少ない、人畜に対して安全性が高いといったメリットがありますが、使用には次のことを注意
してください。

　①散布帯に生えている雑草はできるだけ除草してください。
　②食用作物がある場所には散布しないよう注意してください。
　③ コンクリートや、アスファルト道路などの上に散布すると、通常の降雨でも流され、　周辺の自

然環境に悪影響を与えるおそれがありますので散布しないでください。
●誤ってコイレットを飲み込んでしまった場合
　 　直ちに病院へ行き、医師に商品名（コイレット）成分名（フェノブカルブ）を告げて診療を受け

てください。
　　使用した後は、手や皮膚を石鹸と水でよく洗い、水でうがいをしてください。
　　目に入った場合には直ちに水でよく洗い流してください。
　 　コイレットは通常の使用方法では、人やペットに対して低毒性ですが、散布時は誤食などのない

よう注意してください。
アズマヒキガエル
　環境係では発生地域および生態調査を実施しています。島内でアズマヒキガエルを見かけた時は、環
境係までご連絡ください。アズマヒキガエルは、他のカエルと比べて動きが俊敏ではありませんが、刺
激を与えると目の後ろの耳腺という器官から毒を出しますので、十分にご注意ください。

無料法律相談　開催
　第一東京弁護士会による法律相談が開催されます。民事・刑事など、あらゆる分野の相談を受け付けます。
希望する方は企画財政課企画情報係まで、申し込みください。
■日　　時　２月６日（金）　午前１０時～正午、午後１時～午後５時　
■申込締切　２月５日（木）　
■場　　所　町役場１階　相談室 1
■申し込み・問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2－1120
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認知症サポーター講座を開催しませんか？　ほか

し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ
　し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は第２・４土曜日、日曜日、祝日、年末年始となります。
特に年末年始の前後は申し込みが増えますので、収集運搬が必要な方は余裕をもって申し込みください。
■１月のし尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は次のとおりです。

1 月 1 日～ 3 日（年末年始）　　4 日（日）　　10 日（第 2 土）　　11 日（日）
　　12 日（祝・月）　　18 日（日）　　24 日（第 4 土）　　25 日（日）

収集運搬業務の受付時間　　　　午前 8 時～午後 4 時
収集運搬業者　　㈱八丈島衛生総合企画　　電話 2 － 0855
八丈町浄化槽設置管理事業について
　八丈町では、生活排水処理対策として、合併処理浄化槽の普及に取り組んでいます。浄化槽設置について、
設置希望される方もしくは、「町浄化槽設置管理事業」の詳細について説明をご希望の方は、住民課浄化槽係
まで問い合わせください。
手数料、使用料などの納め忘れはありませんか？
　し尿・浄化槽汚泥の汲取り手数料や、町設置の合併処理浄化槽の使用料などは納期限内に納めてください。
納入通知書を紛失されても町会計課または各出張所でお支払いできます。

■問い合わせ■　住民課浄化槽係　電話 2－1123

認知症サポーター講座を開催しませんか？
あのおじいさん、どこへ向かって歩いているんだろう ･･･ 雨なのに傘もさしていない ･･･
あのおばあさん、何だかいつも探し物をしているみたい ･･･ 困っていそうだな ･･･
お父さん、前と性格が変わって怒りっぽくなったみたい ･･･
お母さん、約束を忘れることが多い気がする ･･･
　あなただったら、どんな声を掛けますか？誰かに相談されたら、どう答えますか？
　八丈町ではこれまで９４６人の方が認知症サポーター講座を受講しています。（平成２６年１１月末現
在）あなたも認知症について学んでみませんか？ 

　認知症サポーター講座ご案内の背景
　八丈町の高齢化率は約３６％です。高齢になることや認知症について、自分自身や家族、ご近所の人の
こととして身近に感じ、温かく見守り支えていきましょう。

　認知症サポーターとは
　認知症サポーター養成講座を受講した方を「認知症サポーター」と呼びます。講座を通じて認知症の正
しい知識を持ち、自分のできる範囲で認知症の人や家族を応援するのが認知症サポーターです。特別なこ
とをする人 ･･･ というわけではありません。日常生活のなかで認知症の方が困っているのを見かけたとき、
ちょっと声をかける心配りをしたり、友人や家族にその知識を伝える、認知症の人や家族の気持ちを理解
するよう努めるのも大切なことです。受講した方には認知症サポーターの目印である「オレンジリング」
が渡されます！

　講座の概要
　所要時間　１時間～１時間半　　　　受講料　無料
　開催日時、場所は、受講される方のご都合により相談に応じます。グループ、
学級、団体ごとに問い合わせください。受講者の年齢などに合わせた内容で講
座を開催します。少人数での開催も歓迎しますので、お気軽にご相談ください！
■開催の相談■　八丈町地域包括支援センター　電話２－０５８０
■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　　　　電話２－５５７０

オレンジリング
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子どもの定期予防接種のお知らせ／母子保健　ほか　

●ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種
　日時：１月　６日（火）　午後３時～午後３時３０分
●四種混合集団接種＆予約制個別接種
　日時：１月　８日（木）　午後３時～午後３時３０分
●水痘集団接種
　日時：１月２１日（水）　午後３時～午後４時
●予約制個別接種
　日時：１月２２日（木）　午後３時～午後３時３０分
□会場：すべて町立八丈病院小児科で実施します。

※平成２６年度より１歳までの定期予防接種の案内通知方法が変更になりました。
　平成２６年度生まれのお子さんには予防接種担当者が個別にスケジュールを作成し、お渡しします。平
成２５年度以前に生まれたお子さんと、１歳以降のお子さんの定期予防接種は今までと同様に事前に個別
通知します。なお、平成２５年度以前に生まれたお子さんでも希望される方には予防接種担当者がスケ
ジュールの相談に応じます。
　※予約制個別接種は、お子さんの体調不良などで集団接種の機会を逃した方や時間の都合がつかない方
などのために設けており、事前予約が必要です。ご希望の方は、実施日の１週間前までに問い合わせ先ま
でご連絡ください。　　　　　　　　　　　■予約・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話2－5570

子どもの定期予防接種のお知らせ

母子保健 ■問い合わせ・申し込み■　福祉健康課保健係　電話２－ 5570

※健診の対象者には個別通知します　

今月の健康診査　　　　　　　　会場：保健福祉センター
３歳児健康診査　　　　　１月１3日（火）　受付：午後１時１５分～１時４５分
○対象　平成２３年１０月２９日から平成２４年１月１３日生まれの幼児
４歳児歯科健康診査　　　１月２１日（水）　受付：午前９時１５分～１０時
○対象　平成２２年１０月９日から平成２３年１月２１日生まれの幼児
こども心理相談（要電話予約）　会場：保健福祉センター　　　　　　　　　　　　　　　　　
１月１３日（火）　午前９時～午後４時　　○対象　１歳６カ月以上の未就学児
　言葉が遅い・落ち着きがない・身体の動きがぎこちない・癖が気になるなど心配なことがありましたら、
専門の心理相談員が相談に応じます。
すくすく相談（要電話予約）　　会場：保健福祉センター
１月８日（木）　午前９時３０分～１１時３０分
　日頃の子育ての中からでてくる疑問や心配事などに保健師・管理栄養士・歯科衛生士が応じます。
母子健康手帳をお持ちください。
こどもごはん教室（要電話予約）会場：保健福祉センター
１月２３日（金）　午前１０時～１１時３０分　予約締切：１月１６日（金）
離乳食終了時から未就学児と保護者を対象に食べることの楽しさや大切さを理解するための教室です。
幼児食のポイントもお話しします。たくさんのご参加をお待ちしています。
○対象：未就学児とその保護者（定員：親子１６組程度）　○持ち物：エプロン・母子健康手帳

洞輪沢温泉の休業について
　洞輪沢温泉は、源泉の温度低下への抜本的対策が必要な状況であることや、施設設備の改修などが必要
なことから、当面休業します。ご迷惑・ご不便をおかけしますが、他の温泉施設をご利用いただきますよ
うお願いします。

■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－1121
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教育委員会だより

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話2－7071

■八丈町教育相談室 電話　２－０５９１　毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時
■東京都教育相談センター 電話　０３－３３６０－８００８
 平日　午前９時～午後９時　土・日・祝日　午前９時～午後５時
■東京いのちの電話　　　　　　　電話　０３－３２６４－４３４３（２４時間）

今月の学校行事
■始業式　期日：８日（木）／各小・中学校
■大賀郷中学校　百人一首大会　日時：８日（木）午前１０時～／会場：体育館
■三原中学校　新春大会（百人一首大会）
　日時：８日（木）午前９時３０分～／会場：２階ホール
■三根小学校　開校記念日　期日：１０日（土）
■大賀郷小学校　書き初め展
　日時：１３日（火）～１６日（金）午前８時３０分～午後４時３０分／会場：体育館
■三根小学校　にこにこ展・学校公開
　日時：１３日（火）～２０日（火）午前８時１５分～午後４時３０分
■三原小学校　学校公開　日時：１５日（木）午前８時３５分～午後３時５分
■三原小学校　書き初め展　
　期日：１５日（木）～２３日（金）午前８時３５分～午後３時５分
■富士中学校　学校公開　
　期日：１９日（月）～２３日（金）午前８時３０分～午後３時３０分
■大賀郷中学校　道徳授業地区公開講座　
　日時：３１日（土）午前８時３０分～／会場：各教室

□中学校入学を迎えるご家庭へ
　八丈町教育委員会では、中学校入学を控えたお子さんをお持ちのご家庭へ、「就学支援シート」を送付し
ます。「就学支援シート」は、保護者に作成していただく家庭から学校への連絡表です。このシートを参考に、
お子さん一人一人の成長・発達の歩みを大切にし、中学校生活へのスムーズな移行を支援します。保護者
の皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

めんなおじゃりやれ！　第４回八丈 ・島ことばカルタ大会の開催
平成２７年１月１２日 （月）　成人の日

　今年も「島ことばカルタ大会」を以下のように開きます。例年と同じ、年齢別大会と交流大会を行いま
す。年齢別大会には、昨年度と同様に保育園の年長組の部を設けています。また、優勝者には賞品（図書券）
が贈られます。年齢を問わず、島の誰でも、参加できる大会です。奮って参加しお楽しみください。また、
今年の読み札は末吉地域の読み方になります。

　■日時　平成２７年１月１２日（月）　午前９時３０分～午前１１時３０分
　■場所　大賀郷公民館　１階　集会室
　■内容　☆年齢別大会　…保育園年長、小学生低学年、中学年、高学年、中・高校生、
　　　　　　　　　　　　　一般（６５歳以下）、高齢者の各部
　　　　　　＊各部優勝者には賞品が贈られますので、奮ってご参加ください。
　　　　　☆交流大会（ミックスの部）　…年齢の関係なく交流してカルタを楽しみしょう。
　★ルール　八丈島特別ルールで行います。読み札もとることができます。
　　＊教育委員会では、貸し出し用のカルタを用意しています。お気軽にどうぞ＊
　■申込先：八丈町教育委員会生涯学習係　■申込期限：１月６日（火）
　■問い合わせ先：八丈町教育委員会生涯学習係　カルタ大会担当　電話２－７０７１
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観光 おじゃれ11万人 ■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話2－1125

来島者数・観光客数推計
空　　　路 海　　　路 合　　　計 観光客（推計）

前年比
26 年度 25 年度 26 年度 25 年度 26 年度 25 年度 26 年度 25 年度

4 月 6,900 7,758  753  902 7,653 8,660 5,292 5,988 ▲11.6%

5 月 7,865 8,059 1,479 1,744 9,344 9,803 8,924 9,362 ▲4.7%

6 月 5,060 5,468 1,000   853 6,060 6,321 4,581 4,778 ▲4.1%

7 月 8,219 9,600 1,886 1,773 10,105 11,373 7,847 8,832 ▲11.2%

8 月 12,793 14,040 4.695 5,625 17,488 19,665 14,802 16,645 ▲11.1%

9 月  7,240 8.071  1,973 1,686  9,213 9,757  7,679 8,132  ▲5.6%

10 月  6,396 6,388  1,123  714  7,519 7,102  4,966 4,691   5.9%

11 月  7,206 8,169  1,153  829 8,359 8,998 5,798 6,241 ▲7.1%

計 61,679 67,553 14,062 14,126 75,741 81,679 59,889 64,669 ▲7.4%

※海路には、８月２１日（にっぽん丸）、8 月２５日（ぱしふぃっくびぃなす）、の大型客船、
１０月２１日（にっぽん丸）寄港分が含まれています。　

☆☆ 【交通規制が行われます！！】 ☆☆
※  １月１１日 （日） 第３４回八丈島パブリックロードレース開催にあたり、 交通規制がありま

す。 皆さんのご協力よろしくお願いします。
    また、 ご声援もよろしくお願いします。
※  詳しくは、 折込をご覧ください。
※  開催に伴い、 空港経由路線バスは一部運休となります。

■問い合わせ■　八丈島パブリックロードレース実行委員会事務局　八丈島観光協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 04996－2－1377

行事
予定 1 月　　　八丈島パブリックロードレース　　　　　　　　　　　　　　　　１1 日（日）

子ども家庭支援センターからのお知らせ
開館日　平日　午前８時４５分～午後５時　土日、祝日はお休みです

交流ひろばの催し　毎週水曜日　午前１０時２０分～１１時
親子で楽しめる催しを企画しています。ぜひお越しください！ 
　　１月　７日（水）　お正月遊び
　　　　１４日（水）　製作・鬼のお面作り
　　　　２１日（水）　絵本の読み聞かせ
　　　　２８日（水）　ちょっと早い節分
そのほかの催し
　　１月　６日（火）　絵本＆紙芝居　　　午前１０時３０分～１１時
　　１月３０日（金）　折り紙＆お絵かき　午前１０時３０分～１１時
※育児・保健相談は随時受け付けています

就学前のお子さんの身体測定　　１月１９日（月）～２３日（金）
※水曜日は催し時間以外になります

■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話 2－4300
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東京都シルバーパス制度をご存知ですか。
対　　象：満７０歳以上の都民の方
利用期間：平成２７年９月３０日まで
東京都シルバーパスで利用できる交通機関
①八丈町営バス　②都内路線バス
③都営地下鉄（大江戸線、新宿線など）
④日暮里・舎人ライナー　⑤都電

１，０００円　パスを購入できる方
　区市町村民税が非課税または課税で合計所得金額１２５万円以下の方
必要な書類　住所・氏名・生年月日が確認できる書類（健康保険証や、運転免許証など）

購入する方の区市町村民税が課税の方
必要な費用　　２０，５１０円
必要な書類　　住所・氏名・生年月日が確認できる書類（健康保険証や、運転免許証など）

■問い合わせ■　企業課運輸係　電話 2－1126

平成２７年１月１日からバスの路線が変わります
　平成２７年１月１日から路線バスが町役場新庁舎経由となり、運行時刻、運賃が変更になります。
詳しくは今月号の折込をご覧ください。なお、バス停留所の名称も変更箇所があります。

停
留
所
名

変更前 変更後
末吉小前 末吉出張所

伊勢崎商店前 富次朗商店
町役場 旧町役場

町役場（新規）
中道 警察署

第二保育園前 三根駐在所
町立病院前 保健所

町立病院（新規）

■問い合わせ■　企業課運輸係　電話 2－1126

東京法務局　特設登記所開設
　東京法務局では、職員派遣による特設登記所を開設し、不動産や商業・法人の登記申請に関する
相談、相続や抵当権に関する相談、その他の登記相談、各種申請書および証明請求書の受け付けを
実施します。
◎特設登記所へ相談などでお越しの際は、お手持ちの資料をご用意ください。
◎届け出や申請などの際は、事前に法務局へ電話相談し、必要書類を確認することをお勧めします

日　　時：１月１3 日（火） 午後１時～４時　　　
　　　　　１月１4 日（水） 午前９時～正午、午後１時～４時　　　
　　　　　１月１5 日（木） 午前９時～正午
場　　所：町役場１階相談室１および相談室２
■問い合わせ■　東京法務局不動産登記部門　電話 03－5213－1330（不動産）
　　　　　　　　　　　　　　法人登記部門　電話 03－5213－1337（商業・法人）

※登記相談の受け付けは、
終了時間の３０分前までです。
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第９回八丈島歴史セミナー　参加者募集
○日程と内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　第１回　１月３１日（土）（１）宇喜多秀家の最期　（２）流人の罪状　　講師：林　薫
　第２回　２月　７日（土）八丈島空港の歴史と飛行機の変遷　　　　　　講師：佐々木　究
　第３回　２月１４日（土）大坂トンネルと阿坂多一郎島司　　　　　　　講師：茂手木　清
　第４回　２月２１日（土）島木赤彦と八丈島 ‐ 来島百年によせて ‐ 　　講師：伊藤　宏
　第５回　２月２８日（土）野外講座「大阪・堀切りと伊郷名越えの道」　
○会　　場：八丈町役場内　商工会研修室
○時　　間：各回とも、午後１時３０分～３時３０分
○定　　員：３０人（先着順。特定の回だけの参加もできます。）
○参 加 費：５００円（資料代・会場使用料・保険料。１回だけの参加も同額）
○申込方法：ハガキに「八丈島歴史セミナー参加希望」と明記のうえ、住所・氏名・電話番号を記入し、
　　　　　　下記「申込先」へお送りください。
○応募締切：１月１６日（金）必着
○主　　催：八丈実記を読む会　
■申し込み・問い合せ■　〒100－1621　八丈町樫立163　伊藤　宏　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　7－0461　　

町立八丈病院運営協議会議事要旨

平成２６年１１月２５日（火）午後６時　町立八丈病院会議室
議題　　１）会長および副会長の選任について　　　４）医師および職員の異動について
　　　　２）２６年度収支見込みについて　　　　　５）その他
　　　　３）２６年度患者数調べなどについて
委員の意見など
○看護師の対応について
　　全職員に対して患者さんへの親切な対応を徹底します。
○初めて使用する薬の投薬日数について
　　医師の間で、臨時診療も含め今後検討します。
○トイレ便座に消毒用スプレーを設置して欲しい

　消毒剤はウイルスによって対応するものが異なるため困難ですが、便座については消毒を行っ
ており、検査もしているためご安心ください。　
　ウイルス感染の症状が出ている方はマスクの着用と同時にトイレ使用については病院スタッフ
にあらかじめ自己申告してもらうよう徹底します。

○病棟のネームプレートについて
　ネームプレートは医療ミスに繋がらないよう確認のためにも必要と考えております。他の病院
でもネームプレート設置の病院はあるので、このまま実施したいと考えています。

町立八丈病院運営協議会名簿　任期　平成２６年９月１日～平成２８年８月３１日
三根地域　　沖山重彦　　　金川津屋子　　大賀郷地域　小栗卯雄　　　折田正江
樫立地域　　伊勢崎正恵　　伊勢崎とし子　中之郷地域　佐々木弥重子　岡野眞理子　
末吉地域　　村山眞理子　　松代勝子
医師　　　　岩渕一也　　　　　　　　　　歯科医師　　菊池一江　　　
他　都職員　１名　町職員　３名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）
　町立八丈病院運営協議会は、病院の円滑な運営を図ることを目的に活動しております。
病院の運営、診療、施設について何かありましたら、地域委員にお問い合わせください。

■問い合わせ■
町立八丈病院　電話 2－1188
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♪八丈町歌 （八丈町の歌） 制定について♪
　１２月８日（月）に開かれた平成２６年第四回八丈町議会定例会（２日目）において、八丈町歌
制定議案が可決され、同日告示し、正式に八丈町歌として指定されました。（施行：平成２７年１月
１日）今後、郷土愛をさらに深めていただけるよう、様々なバリエーションで活用していく予定で
すので、ご協力をお願いします。各家庭へのＣＤ配布（八丈島文化協会製作）は、３月以降となり
ますのでどうぞお楽しみに♪
　また、地域の催しなどで八丈町歌（八丈町の歌）を歌ってみたい！家庭などで演奏したいという
方がいらっしゃいましたら、八丈町総務課（役場 1 階 15 番、１６番カウンター）までお越しくだ
さい。（♪譜面を差し上げます♪）

　■問い合わせ■　町歌選考担当（総務課内）　電話 2－1121

【東海汽船】　電話 2－1211「橘丸」
　三宅島・御蔵島経由　東京竹芝－八丈島
< 東京竹芝発 22:30> < 八丈島発　9:40>

【東京愛らんどシャトル】空席状況アドレス（東邦航空ホームページ）
　　　　　　　　http://tohoair-tal.jp/
　…詳しくは・東邦航空予約センター　電話 2－5222 
　　　　　　・問い合わせ　　　　　　電話 2－5200

便名 羽田発 八丈島着 機種 便名 八丈島発 羽田着 機種
1891 　7:30 　8:25 A320 1892 　9:00 　9:55 A320
1893 12:15 13:10 A320 1894 14:20 15:15 A320
1895 15:45 16:40 A320 1896 17:15 18:15 A320

【ANA】電話　0570－029－222 機体情報　最大乗員数 A320　166 人

1/1～1/4 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 23,590 14,990

1/5～1/31 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 22,390 14,890

※運航事業者の都合により、急な時刻変更などあり
ますので、ご注意ください。

○ 1月の航路ダイヤ

八丈町放課後子どもプラン指導員の募集
対 象 者　　○体力に自信があり、子どもが好きで、町内に住所を有する方
　　　　　　　　　○１８歳以上（１５歳以上の高校生についてはご相談ください。）
業 務 内 容　　放課後子どもプラン（がじゅまる教室、とびっこクラブ（学童保育））に参加す

る小学生児童への指導や見守り
勤 務 場 所　　各小学校
勤 務 時 間　　放課後（おおよそ午後２時）～午後６時３０分（土日祝日を除く平日）
　（シフト制）
時　　　　　給　　八丈町労務賃金単価による（保育士、幼稚園教諭、教員免許等保持者は優遇（要

履歴書記載））
応 募 方 法　　八丈町の指定する履歴書（福祉健康課厚生係・教育課生涯学習係で受け取るか、

八丈町ホームページからもダウンロードできます。）に写真を貼付のうえ必要事
項を全て記入し、福祉健康課厚生係または教育課生涯学習係までお持ちくださ
い。

勤 務 条 件 な ど　　八丈町臨時職員の任用に関する規程などによります。
採 用 の 方 法　　応募順に名簿に登録され、名簿の中から適任者を選出し、
　　　　　　　　　面接を実施した後に決定します。
登録制度および　　放課後子どもプラン事業の指導員として働くための希望登録制度です。
注　意　事　項　　指導員が必要になった時に、登録された方の中から選定します。

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話2－7071
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町 長 上 京 日 記　11月
５日～７日
◉ＡＮＡ１８９４便にて上京
◉東京海区漁業調整委員会
◉ＡＮＡ１８９１便にて帰島
１０日～１５日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉ジェットフォイル１２１０便にて大島へ
◉東京都の港湾を考える町村懇談会
◉ジェットフォイル２２１０便にて東京へ
◉東京・阿南ふるさと光流会
◉全国離島振興協議会㈶日本離島センター訪問
◉東京都島嶼町村一部事務組合との打合せ
◉東京都議会（自民党・公明党）への町村要望活動
◉東京都市町村協議会
◉ＡＮＡ１８９１便にて帰島

１７日～２０日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉納税表彰式・祝賀会
◉全国治水砂防促進大会
◉離島航空路地域協議会
◉全国離島振興協議会予算要望活動
◉全国町村長大会
◉島しょ地域保健医療協議会
◉ビックホリデー㈱創業５０周年記念祝賀会
◉ＡＮＡ１８９１便にて帰島
２１日～２２日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉東京都島しょ振興公社理事会
◉伊豆諸島・小笠原諸島地域力創造対策協議会
◉アイランダー２０１４開会式
◉ＡＮＡ１８９５便にて帰島
２７日～２８日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉東京都介護保険審査会
◉ＡＮＡ１８９１便にて帰島

●図書館利用マナーアップ！ !
　図書館に来られた方から「借りたＤＶＤが見られなかった」と言われること
があります。ディスクを確認すると映像読み取り面が大きく傷付いていました。
　図書館で直すことができない場合、このＤＶＤは貸出ができなくなってしま
います。再度購入を検討することもありますが、高価なため、簡単には購入で
きません。

　図書館で購入した映像資料は、著作権保護のため著作権者の承認を必要とし、著作権者へ許諾料
を支払っています。このため、購入価格には許諾料が上乗せされており、個人で買うものに比べ高
額になっています。
１本あたりの参考価格　１２，０００円～（消費税抜き）
　ＤＶＤに限らず、本・雑誌などを含めた図書館の資料を、利用者の過失などで万が一紛失したり、
破損・汚損のため利用できない状態にしてしまった場合、弁償していただきます。
　図書館の資料は利用する皆さんの公共の財産です。大切に取り扱いましょう。
●今月のおはなし会 　１０日（土）午前１０時～１１時　こどものほんのへや
　子ども文庫の方と、八丈高校のお兄さん・お姉さんが読み聞かせや工作遊びなどをしてくれます。
　みんなでおじゃりやれ♪
●休 館 日　毎週月曜日・３０日（金・館内整理日）
●開館時間　午前９時３０分～午後５時
●新着図書　＊最新情報は八丈町公式サイトをご覧ください。ほぼ毎週更新しています＊

『ファビアン』エーリヒ・ケストナー 著　　　　　　　　『世界の雪景色』海野 弘 解説
『おばあちゃんのななくさがゆ』野村 たかあき 作・絵　　『くもの糸・杜子春』芥川 龍之介 作

■問い合わせ■　教育課スポーツ学習係　電話2－0797

図 書 館 か ら の お 知 ら せ

＊返却期限を過ぎていませんか？　お手元の本、雑誌、DVDなどの返却日をご確認ください！＊
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お知らせ掲示板つづき／はちじょうトピックス

　

八丈島警察署  速度取締指針の制定について
　八丈島警察署では、重大交通事故を抑止することを目的として、重点的に各種警察活動（速度違
反取締りや警戒活動など）を実施するため「八丈島警察署速度取締指針」を制定し、警察署重点路
線を指定しました。警察署指定重点路線では、交通事故実態などを踏まえ、重点時間帯における速
度取締りを中心とした各種警察活動を実施します。
○活動内容
　・速度違反取締り
　・パトカーや白バイなどによる赤色灯点灯走行などの警戒活動
　・その他交通事故に直結する交通違反の取締りなど
八丈島警察署管内の重点路線

No. 路線名 規制速度
（時速） 区間 重点時間

1 都道都市計画道路
（通称　空港通り） 50km 底土港 八重根港 午前 8 時から

午後 6 時

2 都道八丈循環線 40km 河口交差点 旧末吉小学校前 午前 8 時から
午後 6 時

詳しくは警視庁ホームページ内から八丈島警察署のホームページをご覧ください。
　警視庁ホームページ：http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/

　■問い合わせ■　八丈島警察署　電話 2 － 0110

１２月６日（土）八丈町人権フォーラム２０１４
　八丈町多目的ホール「おじゃれ」で行われた「八丈町人権フォーラム」は、今年で３回目を迎えました。
当日は講師の方々による記念講演や、ちょんこめ作業所の皆さんによる演奏が行われました。

１２月７日（日）第１８回八丈島高齢者演芸大会
　三根小学校体育館にて、今年も高齢者演芸大会が行われました。個性ある演目に観客からの歓声と拍手が
絶えませんでした。

「地域で支える自殺予防講演会」（講師：ＮＰＯ法人ライフリンク　根岸　親 氏）
○日　時　平成２７年１月２５日（日）午後２時～　○場　所　八丈町多目的ホール「おじゃれ」　
■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570（詳しくは今月号の折込をご覧ください）
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17

＊返却期限を過ぎていませんか？　お手元の本、雑誌、DVDなどの返却日をご確認ください！＊

町 営 住 宅 入 居 者 募 集（平成26年度第５回）

≪災害被災者受け入れなどのため、内容が変更になることがあります。ご了承ください。≫
（※ 1）１８歳以下のお子さんを含む世帯、または出産の予定がある世帯向けの住宅です。
（※ 2）条件次第では単身の方も申し込める住宅です（期限付き）。ご希望の方は建設課管財係までご相談ください。

町営住宅の入居者を次のとおり募集します。
島外の方も申し込みできる住宅があります。詳しくは問合せください。

地域 団地名 棟・部屋番号 間取り・ 
住戸専用面積

建設
年度

住宅使用料
〔標準〕 構造 住宅型別資格

三根 新道団地 ２０４ 2LDK  
59.4㎡ H21 20,200 ～ 

39,700
鉄筋コンクリート造 

２階建 ２人以上世帯向け

三根 群ヶ平第２団地 ３－１０１ 3DK  
55.6㎡ S62 15,100 ～ 

29,800
鉄筋コンクリート造 

２階建 ２人以上世帯向け

大賀郷 八重根団地 １０５ 1LDK  
36.1㎡ H14 11,800 ～ 

23,200
鉄筋コンクリート造 

２階建 単身世帯向け

大賀郷 八蔵団地

３－１０２ 3DK  
68.3㎡ H5 21,000 ～ 

41,200
鉄筋コンクリート造 

３階建 ３人以上世帯向け

３－２０２ 3DK  
58.5㎡ H3 17,500～ 

34,400
鉄筋コンクリート造 

２階建 ３人以上世帯向け

４－２０３ 3DK  
58.8㎡ H2 17,300～ 

34,100
鉄筋コンクリート造 

２階建 ３人以上世帯向け

樫立 東六里住宅 ２ 3LDK 
75.3㎡ H15 22,900～ 

45,000 木造一戸建 子育て家族優先（※1） 
３人以上世帯向け

中之郷 中之郷団地
１－３０２ 3LDK 

82.9㎡ H10 26,300～ 
51,600

鉄筋コンクリート造
３階建

３人以上世帯向け

１－３０３ ３人以上世帯向け

中之郷 藍ヶ里住宅 ４ 3LDK 
75.3㎡ H15 22,900 ～ 

45,000 木造一戸建
子育て家族優先（※1) 

３人以上世帯向け 
単身者期限付入居可(※2)

中之郷 中里住宅 ２ 3LDK 
77.1㎡ H16 23,700 ～ 

46,500 木造一戸建
子育て家族優先(※1） 

３人以上世帯向け 
単身者期限付入居可（※2）

末吉 瀬戸団地 Ｂ－１０２ 3LDK 
69.1㎡ H12 22,500 ～ 

44,100
鉄筋コンクリート造    

平屋建
3人以上世帯向け 
（３人以上優先） 

単身者期限付入居可（※2）

末吉 名古住宅
１ 3LDK 

 77.1㎡ H16 23,700 ～
46,500 木造一戸建

子育て家族優先（※1） 
３人以上世帯向け 

単身者期限付入居可（※2）２

■受付期間
　１月13日(火)～１月20日(火）
　午前8時30分～午後5時15分
　 ※17 日（土）、18 日（日）は除く。
■応募できる方
　①現在八丈町にお住まい、または転入見込の成年者。
　　※ただし、八丈町にお住まいの方優先
　②現に同居し、または同居しようとする親族（婚約者など
　　を含む）がある方。（単身向け住宅を除く）
　③世帯の所得が月額15万８千円以下（未就学児を含む世帯

や高齢者世帯などは21万4千円以下）の方。
　④町税、保険料、使用料などを滞納してない方。
　⑤現在、住宅に困っていることが明らかな方。
　⑥暴力団員でないこと。
■申し込み方法

町役場建設課管財係で申込書を配布します。
必要事項を記入のうえ添付書類とともに提出してください。

■申し込み添付書類
　①入居者全員の住民票（続柄、世帯主などは省略しないで

ください）
　②入居者全員の最新の八丈町の所得証明書（平成25年分）、
　　 最近転入された方は、現時点における収入証明書
　③印鑑をご持参ください
■入居者の決定方法

　書類審査のうえ入居の可否をお知らせします。
　応募者が複数の場合は公開抽選を行い決定します。

■抽選会：1月21日（水）午後1時15分
　　　　　町役場1階相談室３

※当選された方は、抽選会後、入居に際しての説明がござ
います。多少、お時間をいただくことになりますのであ
らかじめご了承ください。

■入居決定後の手続き
①家賃3か月分の住宅保証金の納付　　
②連帯保証人2名（島内在住者または親族に限る）
（保証能力を有する方町税や公共料金などを滞納していない方）

■問い合わせ・申し込み■　建設課管財係　電話2－1124
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　　年末年始の業務案内
施　設　名 休　業　日

役 場・ 出 張 所 12 月 27 日（土）～ 1 月 4 日（日）
コミュニティセンター 12 月 29 日（月）～ 1 月 3 日（土）

町 立 八 丈 病 院
12 月 27 日（土）～ 1 月 4 日（日）
※救急患者は診療します
腎臓内科と整形外科の臨時診療は12月27日（土）
に実施します。

町 立 図 書 館 12 月 29 日（月）～ 1 月 3 日（土）
ご み 収 集 12 月 31 日（水）～ 1 月 4 日（日）
ク リ ー ン セ ン タ ー 12 月 31 日（水）～ 1 月 4 日（日）
し 尿・ 雑 排 水 収 集 12 月 30 日（火）～ 1 月 4 日（日）
自 動 車 解 体 処 理 場 12 月 31 日（水）～ 1 月 4 日（日）
中 之 郷 埋 立 処 分 場 　1 月　1 日（木）～ 1 月 4 日（日）

○し尿収集受付　八丈島衛生総合企画　電話２- ０８５５( 年内受付は終了しています。)
○ご み の 収 集　１月５日（月）から通常収集
※臨時ごみ収集はしませんのでご注意ください。
○各温泉の営業　１２月２９日（月）～１月３日（土）　全館休まず営業

水道料金のお支払いは便利な「口座振替」で

水道だより水道だより
　

■「水道使用異動届」・「給水装置所有者変更届」の提出を忘れずに！！
①八丈町に転入する時や、八丈町から転出する時、島内での住所変更の際には「水道使用異動届」を提出

してください。
②水道を半年以上お使いになる予定のない場合は、基本料金のかからない休止手続きが可能です。ただし

一度使用休止されると半年間は水道を再開栓できませんのでご注意ください。
③水道には実際に使用される使用者、支払者名義のほかに、水道の権利を有する所有者を変更することも

可能です（所有者が死亡した場合や、土地・家屋の売買などがあった場合など）。変更される場合は、「給
水装置所有者変更届」の手続きが必要になります。

※「水道使用異動届」、「給水装置所有者変更届」の手続きは、印鑑をお持ちになって町企業課水道係か、
もしくは各出張所で行ってください。なお「給水装置所有者変更届」の場合は、相手方の印鑑が必要と
なる場合もあります。詳しくは企業課水道係まで問い合わせください。

■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128

水道工事店の年末年始の営業　
　１２月２９日（月）～１月５日（月）までの水道の修理・工事は下記の工事店にご連絡ください。

12 月 29 日（月） 沖 山 産 機 ㈱ 2－1402
12 月 30 日（火） ㈱佐々木住設 7－0525
12 月 31 日（水） 高 橋 建 設 ㈲ 2－1441
　1 月　1 日（木） 沖 山 産 機 ㈱ 2－1402
　1 月　2 日（金） ㈲ 沖 山 設 備 2－2605
　1 月　3 日（土） ㈲ 秋 田 設 備 7－0772
　1 月　4 日（日） 高 橋 建 設 ㈲ 2－1441
　1 月　5 日（月） ㈱佐々木住設 7－0525

※営業時間は各日
　午前８時から午後５時です。
緊急の場合は時間、曜日問わず
水道係にご連絡ください。
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※履歴書は八丈町ホームページからダウンロードするか、町立八丈病院事務局で受け取ってください。
　勤務条件など詳細については、問い合わせください。

■問い合わせ・申し込み■　町立八丈病院事務局　電話2－1188

～職員募集～
◆看護師　若干名　　◆助産師　１名
○対 象 者　資格保有者　　○選考方法　職員採用試験
○１次試験　書類選考　　　○２次試験（１次試験通過者のみ）筆記試験・口述試験（面接）

町立八丈病院からの募集案内！

～調理業務（パート）募集～
○対 象 者　健康状態が良好で調理に興味のある方　　○選考方法　面接など
○内　　容　給食調理　　　○提出書類　履歴書　　　○勤務時間　応相談
～臨時看護助手（パート）募集～
○対 象 者　健康状態が良好で看護に興味のある方　　○選考方法　面接など
○内　　容　看護助手　　　○提出書類　履歴書

復活！　第３７回八丈島駅伝大会　参加チーム大募集！
日　　時：平成２７年２月２２日（日）　午後１時３０分　都立八丈高校前スタート
参加部別：一般の部（男女混合含）・女子の部
区間距離：５区間　総合１４．８㎞　※女子は１区以外は区間を２つに分けて走れます。
参 加 費：１チーム　４，０００円　・　学生チーム　２，０００円
参加資格：中学生以上（健康管理は各自でお願いします。）
受付期間：平成２７年１月１０日（土）～１月３１日（土）
申込方法：受付期間中、参加申込書と大会要項を優美堂、船橋電気、富次朗商店、社会福祉協議会の４箇

所に置いてありますので、申込書と参加費を合わせて、優美堂または船橋電気へご提出くださ
い。

主　　催：八丈島駅伝大会実行委員会　
■問い合わせ■　大会実行委員会事務局　菊地庄一　電話 2－0150

携帯 090－2769－5353

予備自衛官補募集
採用対象：自衛官未経験者（自衛官であった期間が１年未満の者含む）
採用年齢：一般公募　１８歳以上３４歳未満
　　　　　技能公募　１８歳以上で、保有する技能に応じ５３歳～５５歳
試験概要：一般公募：共通：口述試験・適正検査・身体検査・ / 一般：教養試験・作文
　　　　　技能公募：小論文
受付期間：平成２７年１月８日（木）～３月２４日（火）　　
試験期間：平成２７年４月１０日（金）～１４日（火）のうち１日間
合格発表：平成２７年５月１５日（金）
■問い合わせ■　自衛隊東京地方協力本部　大田出張所
　電　話：０３－３７３６－４２７１　　　　　　　ＦＡＸ：０３－３７３３－６５５９
　メール：tokyo.pco.oota@rct.gsdf.mod.go.jp　Ｈ　Ｐ：http://www.mod.go.jp/pco/tokyo/oota/



1月20151月2015
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
し尿収集運搬休業日 平成 27 年八丈町

成人祝賀式
10：30 ～ 13：00

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

すくすく相談
9：30 ～ 11：30

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00
し尿収集運搬休業日

11 12 13 14 15 16 17
第 34 回八丈島
パブリックロードレース
し尿収集運搬休業日

第 4 回八丈・島ことば
カルタ大会

9：00 ～ 12：00
し尿収集運搬休業日
図書館休館日

子ども心理相談
9：00 ～ 16：00

3 歳児健康診査
13：15 ～ 13：45 受付

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

第10回為朝凧あげ大会
三原中校庭・体育館
10：00 ～ 12：00

18 19 20 21 22 23 24
し尿収集運搬休業日 高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00
コミュニティセンター休館日
図書館休館日

４歳児歯科健診
9：15 ～ 10：00 受付

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

こどもご飯教室
10：00 ～ 11：30

し尿収集運搬休業日

25 26 27 28 29 30 31
し尿収集運搬休業日 コミュニティセンター休館日

図書館休館日
図書館休館日

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

1月のゴミ分別回収

（受付時間／ 8：00 ～ 11：00）

燃…燃やせるごみ　びん…空きびん　資源…資源ごみ　害…有害ごみ　金属…金属ごみ　古着…古着

※定休日が祝日の場合は営業いたします。

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 1 月 19 日（月）～ 21 日（水） 9：00 ～
糖尿病教室 1 月 23 日（金） 8：30 ～

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

金属 燃・害 資源
古着 びん 燃・害 燃・害 資源

古着 燃・害 金属 燃・害 資源
古着 燃・害 金属

11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害
びん 金属 燃・害 資源 燃・害

びん 金属

18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属

25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

※初めて町立八丈病院にかかる方は、8：30 からの受付になります。
※腎臓内科と整形外科の臨時診療は 12 月 27 日（土）に実施します。

休　　業　　日
ふれあいの湯 　5 日　19 日　26 日 毎週月曜日

みはらしの湯 　6 日　13 日　20 日　27 日 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ 　7 日　14 日　21 日　28 日 毎週水曜日

やすらぎの湯 　8 日　15 日　22 日　29 日　 毎週木曜日
全ての町営温泉は 12 月 29 日（月）から 1 月 3 日（土）まで休まず営業します。

町役場開庁日 平日 8：30 ～ 17：15

※第３土曜日は施設点検の為、クリーンセンターのごみ受付業務を停止します。

コミュニティセンター・図書館・し尿収集運搬などの年末年始の休業日は２４ページをご覧ください。

町役場福祉健康課保健係（電話２－５５７０）にて女性のがん検診（子宮頸がん・乳がん）の事前受付中
申込期間は次のとおりで、町役場閉庁日を除く平日午前９時から午後５時に受け付けます。
本年度対象者（無料）は１月９日（金）まで　それ以外の方（実費）は１月７日（水）から１月１６日（金）まで
詳しくは問い合わせいただくか、広報はちじょう１２月号９ページをご覧ください。


